
ＪＲ連合は2月9日、ＪＲ総連に対して、浦和電車区事件刑事裁判の上告棄却を受け
て、被害者への謝罪を求める公開質問状を送付した。

ＪＲ総連は、上告棄却を受けて 『声明』を発表したが、相も変わらず「えん罪事件でっち、
上げ 「国策弾圧 「団結権の侵害」などと叫び立てる一方 「反弾圧の闘いを通じ、ＪＲ総」 」 、
連・ＪＲ東労組の組織をより強化してきた。我々は組織破壊を目論んだ国策弾圧としての意
図を、その本質において打ち砕いたのであり、闘いは勝利している。我々は弾圧に屈せず、
これからも『平和・人権・民主主義』の旗を掲げ、美世志会とともに社会正義を貫く」など
と強弁している。
しかし、事実関係は明らかであり、この事件は決して「えん罪」などではなく、一人の将

来有る青年を退職に追い込んだ「犯罪」なのである 「社会正義」云々を主張するなど、お。
こがましいにも程がある。

JR総連に良心の欠片でもあるなら、直ちに被害者に謝罪せよ!
、 、 、加害者であるＪＲ総連組合員7名全員の有罪が確定したことを受けて ＪＲ連合は 2月9日

ＪＲ総連に対して、以下のとおり被害者への謝罪を求める公開質問状を送付した。ＪＲ総連
は、誠意をもって回答すべきである。

公開質問状

2月6日、最高裁判所は、浦和電車区事件刑事裁判の被告らの上告を棄却し、貴労組の組
合員である被告7名全員を有罪とする一審判決が確定した。

この事件は、 年 月から翌年 月にかけ、同電車区運転士の吉田光晴氏が、組合2000 12 7
活動に不熱心であることや、ＪＲ連合の組合員と交遊したことなどを理由に、ＪＲ東労組
に「組織破壊者」と規定され、分会役員などから職場で繰り返し集団的な脅迫を受けて組

、 。 、合を脱退させられたうえ 退職に追い込まれたものである 被害者である吉田氏の告発で
警察はＪＲ東労組大宮地本副委員長をはじめ、加害者 名を逮捕、起訴し、刑事裁判を経7
て、 年 月に東京地方裁判所は、被告 名に対して懲役 年～ 年の有罪判決を言い2007 7 7 2 1
渡した。 年 月には東京高裁が、被告らの控訴を棄却する判決を下し、被告らの上告2009 6
を受けて、今回の最高裁の判断に至ったものである。

これに対して貴労組は、事件発生以降、一貫して「国家による不当弾圧 「えん罪」であ」
ると主張し続けているが、裁判所も認定したように、事実関係は明らかである。この事件
は決して「えん罪」などではない。組合員を守るべき労働組合が組合員を脱退、退職に追
い込むなどという行為は決して許されるはずはないのである。

以上の認識を踏まえ、下記の事項について貴労組の見解を求めるので、 月 日までに2 17
文書で回答されたい。なお、本状及び回答については、公開することを申し添える。

記

１．被告ら本人はもとより、貴労組は、事件を真摯に反省し、被害者である吉田光晴氏に
対して直ちに謝罪すべきであると考えるが、貴労組の見解を明らかにされたい。

以 上
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JR総連に対して被害者への謝罪を求める公開質問!

ＪＲ総連に「社会正義」など無し! 有るのは「犯罪」のみ！


